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法
然
に
お
け
る
「
本
願
行
」
と
し
て
の
称
名
念
仏
の
意
義

盛

智

照

は
じ
め
に

戦
後
の
法
然
論
は
、
法
然
に
お
け
る
専
修
念
仏
の
唱
導
者
と
し
て
の
姿
と
、
持

戒
や
天
台
僧
的
な
姿
と
を
、
い
か
に
統
一
的
に
把
握
す
る
か
を
大
き
な
課
題
と
し

た
。
そ
し
て
そ
の
課
題
は
、
法
然
浄
土
教
が
、
弾
圧
を
蒙
る
だ
け
の
内
実
が
あ
っ

た
か
否
か
と
い
う
問
題
意
識
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
っ
た
。

そ
の
よ
う
な
戦
後
法
然
論
の
研
究
史
に
お
い
て
、
一
つ
の
到
達
点
を
示
し
た
の

が
平
雅
行「
法
然
の
思
想
構
造
と
そ
の
歴
史
的
位
置
―
中
世
的
異
端
の
成
立
―
一

」

で
あ
る
。
こ
の
論
文
で
平
は
、
法
然
の
思
想
構
造
を
あ
き
ら
か
に
す
る
た
め
に
、

「
宗
・
門
・
行
と
い
う
三
つ
の
位
相
に
お
け
る
法
然
の
聖
道
観
」
を
分
析
し
、
宗

の
位
相
で
は
聖
道
得
悟
を
容
認
し
て
い
た
法
然
は
、「
行
の
位
相
に
お
い
て
初
め

て
絶
対
的
な
聖
道
否
定
を
達
成
し
、
弥
陀
の
下
に
お
け
る
平
等
を
確
立
し
た
」
と

論
じ
た
。
そ
し
て
、「
民
衆
を
呪
縛
し
て
い
た
様
々
な
宗
教
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を

無
化
し
、
民
衆
の
内
面
的
権
威
性
の
回
復
・
宗
教
的
「
自
立
」
に
寄
与
し
た
」
と

し
て
、
そ
の
歴
史
的
意
義
を
強
調
し
た
。

そ
の
後
平
は
、「
建
永
の
法
難
に
つ
い
て
二

」
で
、
法
然
浄
土
教
と
顕
密
仏
教
の

思
想
的
差
異
を
背
景
に
、
法
難
を「
思
想
弾
圧
」事
件
と
し
て
描
き
、
中
世
的「
異

端
」
の
性
格
を
際
立
た
せ
た
。
平
の
法
然
論
や
弾
圧
理
解
に
つ
い
て
、
個
々
の
論

点
に
対
し
て
は
異
論
も
あ
る
が
三

、
平
の
議
論
が
戦
後
法
然
論
の
延
長
線
上
に
あ

る
こ
と
は
一
目
瞭
然
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
近
年
の
法
然
論
や
法
難
論
に
見
ら
れ
る
特
徴
は
、
法
然
浄
土
教
と

顕
密
仏
教
の
思
想
的
親
和
性
を
強
調
し
、
法
然
浄
土
教
の
性
格
に
、
民
衆
救
済
性

や
権
力
に
対
す
る
批
判
性
が
無
か
っ
た
と
す
る
点
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
研
究
史

に
お
け
る
多
数
派
の
理
解
が
必
ず
し
も
そ
の
人
物
の
思
想
を
正
し
く
理
解
し
て
い

る
と
は
限
ら
な
い
が
、
し
か
し
こ
と
宗
教
思
想
に
関
し
て
は
、
逆
説
を
含
む
表
現

や
時
代
の
思
潮
と
の
〈
連
続
／
断
絶
〉
な
ど
を
踏
ま
え
た
分
析
が
必
要
と
な
り
、

一
見
す
る
と
同
様
な
表
現
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
内
実
が
一
八
〇
度
異
な
る
場
合
も

考
え
ら
れ
る
四

。

す
で
に
平
説
が
提
出
さ
れ
て
か
ら
四
〇
年
近
い
年
月
が
経
過
し
て
い
る
が
、
平

説
を
起
点
と
し
て
、
法
然
の
諸
行
往
生
論
を
め
ぐ
る
論
争
が
い
ま
な
お
継
続
中
で

あ
る
。
そ
し
て
こ
の
論
争
に
は
、
戦
後
法
然
論
か
ら
引
き
継
が
れ
る
議
論
も
少
な

く
な
い
。
そ
こ
で
、
ま
ず
は
こ
の
論
争
に
お
け
る
各
論
者
の
議
論
を
整
理
・
検
討

し
、
本
稿
が
あ
き
ら
か
に
す
べ
き
課
題
を
抽
出
す
る
こ
と
か
ら
始
め
る
。

一
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一
法
然
の
信
仰
の
核
心
が
選
択
本
願
念
仏
説
に
あ
る
こ
と
は
、
衆
目
の
一
致
す
る

と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
平
雅
行
は
、「
選
択
本
願
念
仏
説
と
は
「
称
名
念
仏
は
弥
陀

が
選
択
し
た
唯
一
の
往
生
行
で
あ
る
か
ら
、
念
仏
以
外
で
は
往
生
で
き
な
い
」
と

い
う
思
想
な
の
で
あ
っ
て
、（
中
略
）
諸
行
往
生
の
否
定
を
本
質
と
し
て
い
る
五

」

と
定
義
し
て
い
る
。
こ
の
、
法
然
が
諸
行
往
生
を
否
定
し
た
と
す
る
平
説
の
登
場

に
端
を
発
し
て
、
論
争
が
始
ま
る
。
そ
の
主
な
も
の
を
時
系
列
順
に
並
べ
る
と
次

の
よ
う
に
な
る
。

①
平
雅
行
『
日
本
中
世
の
社
会
と
仏
教
』（
一
九
九
二
年
）。

②
末
木
文
美
士
「
書
評
・
平
雅
行
『
日
本
中
世
の
社
会
と
仏
教
』」（
同
『
鎌
倉

仏
教
形
成
論
―
思
想
史
の
立
場
か
ら
』
法
蔵
館
、
一
九
九
八
年
、
初
出
一
九

九
四
年
）。

③
安
達
俊
英
「
法
然
浄
土
教
に
お
け
る
諸
行
往
生
の
可
否
―
『
選
択
集
』
第
二

章
・
第
十
二
章
を
中
心
に
―
」（『
佛
教
文
化
研
究
』
第
四
一
号
、
浄
土
宗
教

学
院
、
一
九
九
六
年
）。

④
松
本
史
朗
「
選
択
本
願
念
仏
説
と
悪
人
正
因
説
―
平
雅
行
氏
の
所
論
を
め

ぐ
っ
て
―
」（
同
『
法
然
親
鸞
思
想
論
』
大
蔵
出
版
、
二
〇
〇
一
年
、
初
出

一
九
九
八
年
）。

⑤
安
達
俊
英
「『
選
択
集
』
に
お
け
る
諸
行
往
生
的
表
現
の
理
解
」（
大
正
大
学

浄
土
学
研
究
会
編
『
阿
川
文
正
教
授
古
稀
記
念
論
集
法
然
浄
土
教
の
思
想

と
伝
歴
』
山
喜
房
佛
書
林
、
二
〇
〇
一
年
）。

⑥
善
裕
昭
「
選
択
本
願
念
仏
集
」（
日
本
仏
教
研
究
会
編
『
日
本
仏
教
の
文
献

ガ
イ
ド
』
法
蔵
館
、
二
〇
〇
一
年
）。

⑦
森
新
之
介
「
法
然
房
源
空
の
二
門
判
と
二
行
判
―
そ
の
能
否
と
難
易
、
勝
劣

に
つ
い
て
―
」（『
宗
教
研
究
』
第
八
四
巻
三
号
、
日
本
宗
教
学
会
、
二
〇
一

〇
年
）。

⑧
本
庄
良
文
「『
選
択
集
』
第
四
・
第
十
二
章
に
お
け
る
「
廃
立
」
の
語
義
」（
福

原
隆
善
編
『
八
百
年
遠
忌
記
念
法
然
上
人
研
究
論
文
集
』、
知
恩
院
浄
土
宗

学
研
究
所
、
二
〇
一
一
年
）。

⑨
本
庄
良
文
「『
選
択
集
』
第
十
三
章
に
お
け
る
「
不
可
得
生
」
の
経
典
解
釈

法
」（『
浄
土
宗
学
研
究
』
第
三
七
号
、
知
恩
院
浄
土
宗
学
研
究
所
、
二
〇
一

一
年
）。

⑩
本
庄
良
文
「
法
然
に
よ
る
諸
行
往
生
の
「
否
定
」
―
論
点
の
整
理
」（
佛
教

大
学
総
合
研
究
所
編
『
法
然
上
人
八
〇
〇
年
大
遠
忌
記
念
法
然
仏
教
と
そ

の
可
能
性
』
法
蔵
館
、
二
〇
一
二
年
）。

⑪
本
庄
良
文
「『
選
択
集
』
第
二
章
に
お
け
る
千
中
無
一
説
―
諸
行
往
生
の
可

否
に
関
連
し
て
―
」（『
仏
教
学
部
論
集
』第
九
六
号
、佛
教
大
学
仏
教
学
部
、

二
〇
一
二
年
）。

⑫
本
庄
良
文
「『
選
択
集
』
第
六
章
に
お
け
る
特
留
念
仏
釈
と
諸
行
往
生
の
可

否
―
平
雅
行
説
の
検
討
」（
福
原
隆
善
先
生
古
稀
記
念
会
事
務
局
編
『
仏
法

僧
論
集
福
原
隆
善
先
生
古
稀
記
念
論
集
』
第
二
巻
、
山
喜
房
佛
書
林
、
二

〇
一
三
年
）。

⑬
本
庄
良
文
「『
選
択
集
』
第
十
二
章
に
お
け
る
随
自
意
・
随
他
説
―
諸
行
往

生
の
可
能
性
に
関
す
る
善
裕
昭
説
の
検
討
」（
藤
本
淨
彦
先
生
古
稀
記
念
論

文
集
刊
行
会
編
『
法
然
仏
教
の
諸
相
』
法
蔵
館
、
二
〇
一
四
年
）。

一
二
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こ
の
中
で
、
末
木
・
安
達
・
善
の
三
者
は
、
基
本
的
に
は
平
説
を
承
認
し
、
法

然
が
諸
行
往
生
を
否
定
し
て
い
た
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
上
で
末
木
は
、『
選
択

集
』
の
体
系
だ
け
を
見
れ
ば
「
法
然
は
結
局
念
仏
以
外
の
全
仏
教
を
否
定
し
た
六

」

と
述
べ
、
平
と
は
異
な
り
、
法
然
が
聖
道
得
悟
も
否
定
し
て
い
る
可
能
性
を
指
摘

し
た
。
安
達
も
、「
法
然
は
（
中
略
）
諸
行
往
生
の
完
全
否
定
を
原
則
七

」
と
し
た

上
で
、「「
諸
行
を
廃
す
る
」
と
い
う
点
で
は
、
布
教
の
実
際
に
あ
っ
て
は
、
幾
分

ゆ
る
や
か
な
態
度
を
示
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
八

」
と
の
見
解
を
示
し
て
い
る
。

善
も
、「
弾
圧
問
題
や
『
摧
邪
輪
』
の
反
応
な
ど
も
含
め
考
え
る
と
、
法
然
は
非

本
願
た
る
諸
行
そ
れ
自
体
に
往
生
行
と
し
て
の
価
値
を
認
め
て
い
な
い
と
考
え

る
九

」
と
の
私
見
を
提
示
し
て
い
る
。

一
方
、
真
っ
向
か
ら
反
す
る
見
解
を
述
べ
た
の
は
松
本
・
森
・
本
庄
で
あ
る
。

松
本
は
、
平
の
所
論
を
引
用
し
た
後
、「「
念
仏
以
外
で
は
往
生
で
き
な
い
」
と
い

う
こ
と
を
、
法
然
は
一
体
ど
の
著
作
で
ど
の
よ
う
に
説
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
」
と

批
判
し
、
往
生
行
と
し
て
、
念
仏
は
決
定
往
生
（
往
生
は
確
定
）
で
あ
る
の
に
対

し
て
、
余
行
は
往
生
不
定
（
往
生
は
不
確
定
）
で
あ
り
、
法
然
が
諸
行
に
よ
る
往

生
の
可
能
性
を
認
め
て
い
た
と
結
論
し
た
一
〇

。
そ
の
上
で
、
法
然
の
立
場
を
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

従
っ
て
、『
選
択
集
』
は
、�
余
行
に
よ
る
往
生
の
可
能
性
�
を
認
め
て
は
い

る
が
、
そ
の
主
張
は
、�
余
行
を
修
す
べ
し
�
で
も
な
け
れ
ば
、�
余
行
も
修

す
べ
し
�
で
も
な
く
、
さ
ら
に
言
え
ば
、�
余
行
を
修
し
て
も
よ
い
�
と
い

う
こ
と
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
一
一

松
本
は
、
あ
く
ま
で
法
然
浄
土
教
の
核
心
は
選
択
本
願
念
仏
説
で
あ
る
こ
と
認
め

な
が
ら
、
な
お
諸
行
往
生
を
理�

論�

的�

に
は
承
認
し
た
法
然
像
を
描
い
た
。
ま
た
森

は
、
法
然
の
思
想
は
『
選
択
集
』
に
至
り
は
じ
め
て
「
定
論
」
を
見
た
と
位
置
付

け
、
そ
れ
以
前
の
三
部
経
釈
や
『
逆
修
説
法
』
に
見
ら
れ
る
聖
道
得
悟
や
諸
行
往

生
を
不
可
能
と
す
る
言
説
と
混
同
し
て
は
な
ら
な
い
と
指
摘
し
た
。
そ
し
て
、『
選

択
集
』
に
示
さ
れ
る
念
仏
諸
行
二
行
の
勝
劣
や
難
易
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
。

念
仏
の
最
勝
た
る
所
以
は
あ
く
ま
で
利
益
功
徳
が
数
多
く
そ
の
対
象
が
幅
広

い
と
い
う
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
利
益
功
徳
の
深
さ
で
は
余
行

に
及
ば
な
い
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
難
易
義
と
同
様
に
、
勝
劣

義
も
ま
た
一
切
諸
機
に
相
応
す
る
か
し
な
い
か
に
よ
る
評
価
だ
っ
た
の
で
あ

る
一
二

森
は
、
法
然
に
お
け
る
聖
道
得
悟
や
諸
行
往
生
は
、「
困
難
か
つ
不
確
実
で
あ
っ

た
も
の
の
決
し
て
不
可
能
で
は
な
か
っ
た
一
三

」
と
結
論
し
た
。
さ
ら
に
、
本
庄
良

文
は
、「
私
自
身
は
、「
法
然
は
、
諸
行
往
生
を
き
わ
め
て
僅
か
な
が
ら
理
論
的
に

認
め
て
い
る
」
と
考
え
て
一
四

」、
諸
行
往
生
否
定
論
者
を
批
判
す
る
形
で
自
ら
の

説
を
公
表
し
て
い
る
。

さ
て
、
平
以
降
の
法
然
の
諸
行
往
生
論
を
め
ぐ
る
研
究
史
を
概
観
し
て
注
目
す

べ
き
点
は
、
ほ
ぼ
す
べ
て
の
論
者
が
、
法
然
の
信
仰
の
核
心
は
選
択
本
願
念
仏
説

に
あ
る
と
承
認
し
た
上
で
、
法
然
に
お
け
る
諸
行
往
生
の
可
否
を
論
じ
て
い
る
点

で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
論
者
の
一
人
で
あ
る
善
が
、

部
分
的
に
み
れ
ば（
法
然
が
諸
行
往
生
―
筆
者
註
）否
定
か
ど
う
か
黒
白
は
っ

き
り
線
を
引
き
に
く
い
点
は
確
か
に
あ
る
が
、
全
体
の
論
旨
で
は
弥
陀
・
釈

尊
・
六
方
諸
仏
の
意
思
に
照
ら
し
て
念
仏
と
諸
行
の
価
値
批
判
が
な
さ
れ
る

の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
の
意
味
が
何
で
あ
る
か
を
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

一
二
五



い
一
五

と
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
安
達
も
、
平
の
選
択
本
願
念
仏
説
の
定
義
を
引
用
し
た

後
、「
法
然
浄
土
教
そ
の
も
の
を
規
定
す
る
文
言
と
し
て
は
、
い
さ
さ
か
不
正
確
」

と
批
判
し
、

法
然
浄
土
教
に
お
い
て
（
或
い
は
選
択
本
願
念
仏
説
に
お
い
て
）
最
も
重
要

な
点
は
、
や
は
り
「
選
択
」
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
称
名
念
仏
の
み
を
一
向
に
専

修
す
べ
き
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
諸
行
往
生
の
否
定
は
、
あ
く
ま
で
二
次

的
な
問
題
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
一
六

と
述
べ
て
い
る
。
た
し
か
に
法
然
は
、『
選
択
集
』
の
い
わ
ゆ
る
「
略
選
択
」
で
、

解
脱
を
志
す
者
は
、
称
名
念
仏
に
よ
っ
て
往
生
を
願
う
べ
き
旨
を
簡
潔
に
説
示
し

て
い
る
。

速
欲
レ

離
二

生
死
一

二
種
勝
法
中
且
閣
二

聖
道
門
一

選
入
二

浄
土
門
一

。
欲
レ

入
二

浄

土
門
一

正
雑
二
行
中
且
抛
二

諸
雑
行
一

選
応
レ

帰
二

正
行
一

。
欲
レ

修
二

於
正
行
一

正

助
二
業
中
猶
傍
二

於
助
業
一

選
応
レ

専
二

正
定
一

。正
定
之
業
者
即
是
称
一

仏
名
二

。

称
レ

名
必
得
レ

生
。
依
二

仏
本
願
一

故
一
七

こ
こ
で
の
法
然
の
主
張
は
、
松
本
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、「�
余
行
を
修
す
べ
し
�

で
も
な
け
れ
ば
、�
余
行
も
修
す
べ
し
�
で
も
な
く
、
さ
ら
に
言
え
ば
、�
余
行
を

修
し
て
も
よ
い
�」
と
い
う
主
張
で
も
な
く
、
あ
き
ら
か
に
�
正
定
業
で
あ
る
念

仏
一
行
を
修
す
べ
し
�
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
さ
ら
に
、

称
名
念
仏
に
よ
っ
て
確
実
に
往
生
が
で
き
る
根
拠
を
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
に
基
礎

づ
け
て
理
解
し
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
法
然
浄
土
教
は
、

称
名
念
仏
が
阿
弥
陀
仏
の
「
本
願
行
一
八

」
で
あ
る
点
を
眼
目
と
し
て
い
る
。

法
然
が
念
仏
を
「
本
願
行
」
と
定
め
て
い
る
以
上
、
仮
に
法
然
が
諸
行
往
生
を

認
め
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
「
非
本
願
行
」
と
い
う
「
否
定
的
」
な
要
素
と

し
て
受
け
止
め
ら
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
問
題
は
〈
本
願
〉
の
内
実
で
あ
り
、

そ
の
こ
と
の
意
味
が
問
わ
れ
な
い
限
り
、
法
然
の
諸
行
往
生
論
に
関
す
る
論
争

も
、
法
然
浄
土
教
の
本
質
に
は
迫
れ
な
い
と
考
え
る
。
本
稿
の
目
的
は
、
屋
上
屋

を
重
ね
る
こ
と
に
は
な
ろ
う
が
、
法
然
に
と
っ
て
、
称
名
念
仏
が
阿
弥
陀
仏
の
選

択
し
た
「
本
願
行
」
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
注
目
し
、
法
然
に
お
け

る
称
名
念
仏
の
歴
史
的
意
義
を
確
認
す
る
こ
と
と
す
る
。
そ
の
前
提
作
業
と
し

て
、
顕
密
仏
教
と
法
然
浄
土
教
の
差
異
を
、
法
然
が
非
本
願
行
と
し
て
い
る
戒
律

や
諸
行
を
軸
に
検
討
す
る
。

二
古
代
仏
教
か
ら
中
世
仏
教
へ
の
展
開
の
特
色
は
、
寺
院
の
荘
園
領
主
化
に
求
め

ら
れ
る
。
佐
藤
弘
夫
は
、
律
令
制
の
崩
壊
に
伴
い
寺
院
へ
の
国
家
的
支
援
が
消
失

し
た
こ
と
を
受
け
、
寺
院
に
と
っ
て
荘
園
経
営
が
喫
緊
の
課
題
と
な
り
、
荘
園
経

営
に
お
け
る
国
司
や
国
衙
か
ら
の
不
当
な
圧
力
を
封
殺
す
る
た
め
の
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
と
し
て
王
法
仏
法
相
衣
論
が
形
成
さ
れ
た
と
論
じ
て
い
る
一
九

。
そ
の
よ
う
な

寺
社
勢
力
の
荘
園
領
主
化
の
原
動
力
と
な
っ
た
の
が
「
悪
僧
」
の
存
在
で
あ
る
。

悪
僧
の
登
場
を
思
想
史
的
に
論
じ
た
の
も
平
雅
行
で
あ
る
。
平
は
、
院
政
期
に

お
け
る
本
覚
思
想
の
流
行
を
悪
僧
登
場
の
歴
史
的
な
背
景
と
考
え
、「
本
覚
思
想

は
、
持
戒
苦
行
に
よ
る
得
悟
を
低
次
元
の
始
覚
門
の
立
場
と
断
じ
」、
顕
密
仏
教

界
で「
持
戒
苦
修
の
僧
侶
は
、
揶
揄
・
嘲
笑
の
対
象
と
な
っ
た
」と
み
て
い
る
二
〇

。

実
際
、『
興
福
寺
奏
状
』
も
「
但
末
世
沙
門
無
戒
破
戒
、
自
他
所
レ

談
也
二
一

」
と
、

一
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当
時
の
仏
教
界
の
退
廃
を
嘆
い
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
仏
教
界
の
あ
り
方
に
反
省
を
迫
っ
た
の
が
治
承
・
寿
永
の
内
乱
に

よ
る
南
都
寺
院
の
焼
失
で
あ
っ
た
。
九
条
兼
実
は
そ
の
惨
状
を
「
七
大
寺
以
下
、

悉
変
二

灰
燼
一

之
条
、
為
レ

世
為
レ

民
仏
法
王
法
滅
尽
了
歟
、
凡
非
二

言
語
之
所
一レ

及
、

非
二

筆
端
之
可
一レ

記
二
二

」
と
記
し
て
い
る
。
こ
の
争
乱
は
、
顕
密
仏
教
の
祈
り
が
、

現
実
の
暴
力
の
前
に
何
等
の
抑
止
力
に
も
な
ら
な
い
こ
と
を
示
し
た
。
こ
の
惨
状

を
受
け
、
南
都
で
は
戒
律
復
興
運
動
が
隆
盛
し
た
。
貞
慶
は
、『
解
脱
上
人
戒
律

興
行
願
書
』
の
な
か
で
、「
設
雖
二

不
清
浄
比
丘
一

、
設
雖
二

不
如
法
之
軌
則
一

、
其

中
、
若
一
人
二
人
有
二

知
レ

法
人
一

者
、
随
分
勝
縁
、
豈
可
レ

空
哉
二
三

」
と
述
べ
、
末

法
に
お
い
て
は
如
法
の
持
戒
が
で
き
ず
と
も
、
尚
そ
れ
で
も
戒
を
保
と
う
と
す
る

僧
侶
が
い
れ
ば
「
勝
縁
」
で
あ
る
と
の
心
境
を
吐
露
し
て
い
る
。
当
時
の
心
あ
る

僧
侶
た
ち
に
と
っ
て
は
、
世
が
末
法
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
正
し
く
「
正
法
」
が
実

現
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
認
識
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
風
潮
の
な
か
に

あ
っ
て
、
法
然
も
当
時
の
持
戒
行
の
流
行
を
認
め
た
う
え
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
。

散
善
中
有
二

大
小
持
戒
行
一

。
世
皆
以
為
持
戒
行
者
是
入
真
要
也
。
破
戒
之
者

不
レ

可
二

往
生
一

。
又
有
二

菩
提
心
行
一

。（
中
略
）
又
有
二

解
第
一
義
行
一

。（
中

略
）又
有
二

読
誦
大
乗
行
一

。（
中
略
）凡
散
善
十
一
人
皆
雖
レ

貴
而
於
二

其
中
一

、

此
四
箇
行
当
世
之
人
殊
所
レ

欲
之
行
也
。
以
二

此
等
行
一

殆
抑
二

念
仏
一

。
倩
尋
二

経
意
一

者
、
不
下

以
二

此
諸
行
一

付
属
流
通
上

。
唯
以
二

念
仏
一
行
一

即
使
四

付
二

属

流
三

通
後
世
一

。
応
レ

知
、
釈
尊
所
二

以
不
一レ

付
二

属
諸
行
一

者
、
即
是
非
二

弥
陀

本
願
一

之
故
也
。
亦
所
三

以
付
二

属
念
仏
一

者
、
即
是
弥
陀
本
願
之
故
也
。
今
又

善
導
和
尚
所
下

以
廃
二

諸
行
一

帰
中

念
仏
上

者
、
即
為
二

弥
陀
本
願
一

之
上
亦
是
釈

尊
付
属
之
行
也
。
故
知
諸
行
非
レ

機
失
レ

時
。
念
仏
往
生
当
レ

機
得
レ

時
。
感
応

豈
唐
捐
哉
二
四

こ
こ
で
法
然
は
、『
観
経
』
で
説
く
散
善
の
内
、「
大
小
持
戒
」「
菩
提
心
」「
解
第

一
義
」「
読
誦
大
乗
」
の
「
四
箇
行
」
が
往
生
行
と
し
て
重
要
視
さ
れ
、
念
仏
が

軽
視
さ
れ
て
い
る
当
時
の
風
潮
を
指
摘
し
て
い
る
。
法
然
に
と
っ
て
、
こ
れ
ら
の

風
潮
が
治
承
・
寿
永
の
内
乱
に
対
す
る
真
摯
な
反
省
の
う
え
に
な
さ
れ
た
も
の
で

あ
っ
て
も
、
善
導
に
照
ら
し
て
『
観
経
』
を
み
れ
ば
、
散
善
と
し
て
説
か
れ
る
行

は
釈
尊
が
不
付
属
と
し
た
行
で
あ
り
、
念
仏
一
つ
が
釈
尊
に
よ
っ
て
後
世
に
伝
わ

る
よ
う
に
付
属
さ
れ
た
行
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て

そ
の
根
拠
を
、
念
仏
が
唯
一
の
弥
陀
の
本
願
行
で
あ
る
点
に
求
め
、
こ
れ
ら
の
諸

行
で
は
な
く
、
念
仏
一
行
を
時
機
に
叶
っ
た
行
と
し
て
勧
め
て
い
る
。
こ
の
よ
う

に
、
末
法
に
お
け
る
持
戒
持
律
が
喫
緊
の
課
題
に
な
る
な
か
で
、
法
然
は
そ
れ
を

「
非
本
願
」
で
あ
る
故
に
否
定
的
に
踏
ま
え
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ

る
。さ

ら
に
、
法
然
が
当
時
下
劣
な
機
根
に
あ
て
が
わ
れ
た
方
便
と
し
て
の
念
仏
観

を
批
判
し
て
い
た
事
実
を
消
息
等
に
お
い
て
確
認
で
き
る
二
五

。
し
か
し
そ
れ
は
平

が
い
う
よ
う
な
、
諸
行
往
生
の
無
価
値
化
を
目
指
し
た
、
法
然
の
「
大
衆
蔑
視
的

宗
教
構
造
の
打
破
・
克
服
に
努
力
し
た
二
六

」
結
果
に
よ
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う

か
。
む
し
ろ
筆
者
は
、
こ
れ
を
「
本
願
行
」
で
あ
る
称
名
念
仏
の
最
勝
性
の
証
明

か
ら
導
き
出
さ
れ
る
結
果
で
あ
る
と
考
え
る
。

以
上
、
法
然
が
当
時
の
主
流
と
は
異
な
る
仏
教
観
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
確
認

し
た
。で
は
、法
然
に
お
い
て
そ
の
よ
う
な
仏
教
理
解
は
い
か
に
成
立
し
た
の
か
、

次
節
以
降
で
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
。
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三
法
然
研
究
を
困
難
に
し
て
い
る
要
因
は
、
法
然
遺
文
が
常
に
偽
撰
の
可
能
性
に

晒
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
か
つ
て
田
村
円
澄
が
、「
た
だ
『
選
択
集
』
の
立

場
に
背
反
せ
ぬ
法
語
や
消
息
の
み
を
、
一
応
、
法
然
の
言
葉
と
考
え
得
る
二
七

」
と

し
た
の
は
そ
の
極
端
な
例
で
は
あ
る
が
、
そ
の
矛
盾
の
解
決
を
目
的
と
し
て
、
石

井
教
道
二
八

や
大
橋
俊
雄
二
九

が
提
起
し
た
の
が
、
法
然
の
思
想
に
時
期
的
展
開
を
認

め
る
方
法
で
あ
る
。
こ
の
方
法
は
、
現
在
、
多
く
の
法
然
論
者
に
よ
っ
て
継
承
さ

れ
て
い
る
と
考
え
る
が
、
い
ま
だ
検
討
す
べ
き
点
も
多
い
。
そ
こ
で
本
稿
で
も
、

法
然
の
思
想
形
成
過
程
を
踏
ま
え
て
、
法
然
の
念
仏
思
想
の
構
造
を
あ
き
ら
か
に

す
る
。

さ
て
、
法
然
初
期
の
思
想
を
考
察
す
る
場
合
、『
往
生
要
集
』
を
い
か
に
受
容

し
た
の
か
が
問
題
と
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
法
然
没
後
の
比
較
的
早
い
時
期
に
成
立

し
た
と
さ
れ
る
『
一
期
物
語
』
に
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
た
め
で
あ
る
。

恵
心
先
徳
造
二

往
生
要
集
一

、
勧
二

濁
世
末
代
道
俗
一

、
就
レ

之
欲
レ

尋
二

出
離
之

趣
一

、
先
序
云
。
往
生
極
楽
之
教
行
、
濁
世
末
代
之
目
足
也
。
道
俗
貴
賎
誰

不
レ

帰
者
。
但
顕
密
教
法
其
文
非
レ

一
、
事
理
業
因
其
行
多
、
利
智
精
進
之
人

未
レ

難
、
如
レ

予
頑
魯
之
者
豈
敢
俟
。
是
故
依
二

念
仏
一
門
一

、
聊
集
二

経
論
要

文
一

。
被
レ

之
修
レ

之
、
易
レ

覚
易
レ

行
（
中
略
）
於
二

称
名
一

、
丁
寧
勧
レ

之
為
二

本
意
一

云
事
顕
然
也
。
但
於
二

百
即
百
生
行
相
一

者
、
已
譲
二

善
導
道
綽
釈
一

、

委
不
レ

述
レ

之
。
是
往
生
要
集
為
二

先
達
一

、
而
入
二

浄
土
門
一三
〇

こ
こ
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
法
然
は
「
出
離
之
趣
」
を
『
往
生
要
集
』
に
求
め
、

そ
の
序
文
で
い
う
よ
う
な
「
頑
魯
之
者
」
で
あ
る
自
分
は
、
覚
り
易
く
行
じ
易
い

「
念
仏
一
門
」
で
し
か
救
わ
れ
な
い
こ
と
を
自
覚
し
た
と
さ
れ
る
。
後
の
法
然
伝

は
、「
し
か
る
に
恵
心
の
往
生
要
集
、
も
は
ら
善
導
和
尚
の
釈
義
を
も
て
指
南
と

せ
り
三
一

」
と
簡
潔
に
述
べ
る
た
め
、『
要
集
』
は
「
偏
依
善
導
」
へ
の
誘
因
で
し

か
な
い
か
の
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
が
、
法
然
の
凡
夫
観
に
注
目
す
る
と
、『
往

生
要
集
』
が
果
た
し
た
役
割
は
小
さ
く
な
い
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

で
は
、
法
然
が
ど
の
よ
う
に『
往
生
要
集
』を
受
容
し
た
の
か
を
知
る
た
め
に
、

ま
ず
そ
の
思
想
性
を
確
認
す
る
こ
と
か
ら
始
め
る
。『
往
生
要
集
』
中
の
大
文
第

五
に
「
助
念
方
法
」
の
章
が
あ
る
。
こ
の
助
念
方
法
は
、
大
文
第
四
の
「
正
修
念

仏
」
の
章
で
示
さ
れ
た
、
往
生
の
正
行
と
し
て
の
念
仏
（
正
修
念
仏
）
を
補
助
す

る
も
の
と
し
て
説
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
『
往
生
要
集
』
は
、
往
生
行
を
「
念
仏

為
本
三
二

」
と
し
な
が
ら
、
そ
の
中
心
で
あ
る
念
仏
を
様
々
な
行
に
よ
っ
て
補
助
し

支
え
る
と
い
う
思
想
の
実
践
体
系
を
示
し
て
い
る
。
で
は
な
ぜ
、
源
信
は
念
仏
一

行
で
は
往
生
が
達
成
さ
れ
な
い
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
と
し
て
考

え
ら
れ
る
の
が
次
の
文
で
あ
る
。

問
、
念
仏
自
滅
レ

罪
、
何
必
堅
持
レ

戒
。
答
、
若
一
心
念
、
誠
如
レ

所
レ

責
。
然

尽
日
念
仏
閑
検
二

其
実
一

、
浄
心
是
一
両
、
其
余
皆
濁
乱
。
野
鹿
難
レ

繋
、
家

狗
自
馴
、
何
況
自
恣
心
、
其
悪
幾
許
乎
、
是
故
、
要
当
二

精
進
持
レ

戒
、
猶
如
一レ

護
二

明
珠
一三
三

こ
こ
で
源
信
は
、
念
仏
自
体
に
滅
罪
の
功
徳
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
持

戒
を
必
要
と
す
る
の
か
と
自
問
す
る
。
そ
し
て
そ
の
答
え
と
し
て
、
一
日
の
念
仏

中
に
「
浄
心
」
で
勤
め
る
時
間
は
ご
く
わ
ず
か
で
あ
り
、「
其
余
皆
濁
乱
」
で
あ

る
か
ら
「
明
珠
」
を
護
る
よ
う
に
持
戒
に
励
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
強
調

し
て
い
る
。
源
信
は
『
往
生
要
集
』
の
序
文
で
自
己
を
「
頑
魯
之
者
」
と
し
て
規

一
二
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定
し
て
い
る
が
、
し
か
し
「
源
信
に
と
っ
て
「
凡
夫
」
と
は
身
命
を
か
け
修
行
を

求
め
る
「
行
者
」
で
あ
り
、
今
日
で
理
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
「
ど
の
よ
う
な
修

行
も
ま
ま
な
ら
な
い
煩
悩
具
足
の
凡
夫
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
か
ら
は
遠
い
三
四

」
と

の
指
摘
も
あ
り
、
実
際
に
は
自
ら
の
行
に
よ
る
功
徳
を
期
待
し
て
い
た
面
が
考
え

ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
に
自
己
を
規
定
し
た
源
信
に
あ
っ
て
は
、
た
と
え
「
浄
心
」

の
念
仏
が
不
可
能
で
も
、
な
お
「
余
諸
妙
行
三
五

」
を
備
え
て
念
仏
を
補
う
こ
と
が

可
能
と
考
え
た
と
し
て
も
不
自
然
で
は
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
以
上
の
よ

う
な
源
信
の
思
想
が
、
正
助
合
行
を
実
践
体
系
と
す
る
『
往
生
要
集
』
の
念
仏
観

を
支
え
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

対
し
て
法
然
が
自
己
を
凡
夫
と
い
う
場
合
、
そ
の
凡
夫
観
は
「
三
学
非
器
三
六

」

の
自
覚
に
よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
て
お
り
、
源
信
と
は
異
な
り
自
ら
の
行
に
よ
る
功

徳
は
一
切
期
待
で
き
な
い
も
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
法
然
が
、

唯
一
自
ら
が
救
わ
れ
る
道
と
し
て
認
識
し
た
の
が
、『
往
生
要
集
』
に
引
用
さ
れ

て
い
た
、
善
導
の「
百
即
百
生
」の
文
が
示
す
立
場
で
あ
っ
た
。
そ
の
立
場
と
は
、

法
然
が
『
選
択
集
』
に
引
用
し
示
し
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ

る
。

往
生
礼
讃
云
。
若
能
如
レ

上
念
念
相
続
畢
竟
為
レ

期
者
、
十
即
十
生
、
百
即
百

生
。
何
以
故
。
無
二

外
雑
縁
一

得
二

正
念
一

故
。
與
二

仏
本
願
一

相
応
故
三
七

法
然
は
、
生
涯
を
か
け
て
念
仏
す
る
こ
と
で
、
十
人
は
十
人
が
往
生
し
、
百
人
は

百
人
が
往
生
す
る
と
さ
れ
る
善
導
の
立
場
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
立
場
に

お
い
て
、「
雑
縁
」
と
さ
れ
る
余
行
を
交
え
ず
に
「
正
念
」
が
得
ら
れ
、
そ
れ
は

弥
陀
の
本
願
に
「
相
応
」
す
る
が
ゆ
え
に
も
た
ら
さ
れ
る
利
益
と
し
て
認
識
さ
れ

て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
法
然
が
『
往
生
要
集
』
を
指
南
と
し
て
浄
土
教
に
帰
入

し
な
が
ら
、
さ
ら
に
源
信
の
念
仏
観
を
批
判
し
て
「
偏
依
善
導
」
を
標
榜
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
背
景
に
は
、
機
の
自
覚
と
し
て
の
「
三
学
非
器
」
が
あ
り
、

そ
の
よ
う
な
凡
夫
に
堪
え
ら
れ
る
行
を
模
索
し
た
結
果
、
善
導
の
百
即
百
生
の
文

に
導
か
れ
て
、
本
願
の
念
仏
に
帰
依
し
た
信
仰
の
遍
歴
が
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で

き
た
。

さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
回
心
の
時
期
に
つ
い
て
は
、
一
般
的
に
は
安
元
元
（
一

一
七
五
）
年
、
法
然
四
三
歳
の
時
だ
と
さ
れ
る
。
後
年
法
然
は
、
浄
土
宗
名
を
立

て
た
理
由
を
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

或
時
云
。
我
立
二

浄
土
宗
一

意
趣
者
、
為
レ

示
二

凡
夫
往
生
一

也
。
若
依
二

天
台
教

相
一

者
雖
レ

似
レ

許
二

凡
夫
往
生
一

、
判
二

浄
土
一

至
淺
薄
也
。
若
依
二

法
相
教
相
一

者
判
二

浄
土
一

雖
二

甚
深
一

、
全
不
レ

許
二

凡
夫
往
生
一

也
。
諸
宗
所
レ

談
、
雖
レ

異
、

惣
不
レ

許
下

凡
夫
生
二

浄
土
一

云
事
上

。
故
依
二

善
導
釈
義
一

、
興
二

浄
土
宗
一

時
、

即
凡
夫
生
二

報
土
一

云
事
顕
也
三
八

法
然
は
、
顕
密
諸
宗
の
教
義
で
は
、
凡
夫
が
真
に
報
土
に
往
生
す
る
こ
と
は
叶
わ

ず
、
一
人
善
導
の
み
が
、
凡
夫
の
報
土
へ
の
往
生
を
説
い
て
い
た
の
で
、「
善
導

釈
義
」
に
よ
っ
て
「
浄
土
宗
」
を
立
て
た
と
す
る
。
そ
れ
は
、
源
信
の
『
往
生
要

集
』
が
示
し
た
立
場＝

自
ら
の
功
徳
を
是
と
す
る
仏
教
と
の
決
別
を
意
味
し
た
。

法
然
遺
文
の
中
で
、
そ
の
時
期
が
特
定
さ
れ
て
い
る
も
の
は
甚
だ
少
な
い
が
、

い
わ
ゆ
る
「
三
部
経
釈
」
は
、
建
久
元
（
一
一
九
〇
）
年
、
法
然
五
八
歳
の
時
に

行
わ
れ
た
、
東
大
寺
講
説
の
記
録
と
さ
れ
る
三
九

。
こ
の
講
説
に
つ
い
て『
琳
阿
本
』

は
、「
三
論
法
相
の
深
義
を
と
ゞ
こ
ほ
り
な
く
の
べ
て
、
凡
夫
出
離
の
法
、
口
称

念
仏
に
し
く
は
な
し
四
〇

」こ
と
を
述
べ
た
と
伝
え
る
。こ
こ
で
の
法
然
の
課
題
は
、

「
何
故
第
十
八
願
選
二

捨
一
切
諸
行
一

、
偏
唯
選
二

取
念
仏
一
行
一

、
為
二

往
生
本
願
一

一
二
九



乎
」
と
い
う
問
い
に
対
し
て
、
三
部
経
を
組
織
的
に
整
理
し
、
弥
陀
が
な
ぜ
念
仏

を
「
往
生
本
願
」
と
し
て
選
択
し
た
か
の
解
明
に
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
回
答
と

し
て
、
法
然
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

答
曰
。
聖
意
難
レ

測
、
不
レ

能
二

輒
解
一

。
雖
レ

然
、
今
試
以
二

二
義
一

解
レ

之
。
一

者
勝
劣
義
、
二
者
難
易
義
。
初
勝
劣
義
者
、
念
仏
是
勝
、
余
行
是
劣
。
所
以

者
何
、
名
号
者
是
万
徳
之
所
レ

帰
也
。
然
則
弥
陀
一
仏
所
有
四
智
三
身
十
力

四
無
畏
等
一
切
内
証
功
德
、
相
好
光
明
説
法
利
生
等
一
切
外
用
功
徳
、
皆
悉

摂
二

在
阿
弥
陀
仏
名
号
之
中
一

。
故
名
号
功
徳
最
為
レ

勝
也
。
余
行
不
レ

然
、
各

守
二

一
隅
一

。
是
以
為
レ

劣
也
。（
中
略
）以
レ

此
応
レ

知
。
然
則
仏
名
号
功
徳
勝
二

余
一
切
功
徳
一

。
故
捨
レ

劣
取
レ

勝
、
以
為
二

本
願
一

歟
四
一

法
然
は
、
弥
陀
の
聖
意
測
り
難
し
と
し
な
が
ら
、
試
み
に
勝
劣
義
と
難
易
義
の
二

義
に
よ
っ
て
解
釈
し
て
い
く
。
す
な
わ
ち
、
名
号
が
諸
行
に
対
し
て
勝
れ
て
い
る

所
以
は
、
そ
れ
が
弥
陀
成
仏
の
果
徳
と
し
て
の
「
万
徳
」
を
備
え
、「
余
一
切
功

徳
」
を
超
越
し
て
い
る
か
ら
だ
と
い
う
。

す
で
に
法
然
初
期
の
思
想
に
、「
然
観
念
称
念
、
勝
劣
難
易
。
即
観
念
勝
、
称

念
劣
。（
中
略
）
又
観
念
難
レ

修
、
称
念
易
レ

行
四
二

」
と
後
の
勝
劣
難
易
義
に
連
な

る
思
想
的
立
場
を
確
認
で
き
る
が
、
そ
こ
で
は
当
時
の
一
般
的
な
思
潮
に
同
じ

く
、「
観
勝
称
劣
」と
い
う
顕
密
仏
教
的
念
仏
観
を
無
批
判
に
受
け
入
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
『
要
集
』
受
容
期
か
ら
東
大
寺
講
説
に
至
る
ま
で
の
間
に
、
法
然
の
念

仏
観
は
一
八
〇
度
の
転
回
を
示
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
先
に
法
然
の
凡
夫
意
識

と
し
て
「
三
学
非
器
」
の
自
覚
が
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
た
。
し
た
が
っ
て
法
然

に
お
い
て
は
、
自
己
の
善
根
性
は
否
定
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る

な
ら
ば
、
善
導
が
示
し
た
「
百
即
百
生
」
の
思
想
を
、
凡
夫
で
あ
る
自
己
が
確
実

に
往
生
で
き
る
方
法
と
し
て
証
明
す
る
こ
と
が
、
回
心
以
降
の
法
然
の
問
題
関
心

だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
法
然
は
こ
の
東
大
寺
講
説
に
お
い
て
、
そ
の
問
題
関
心

に
そ
っ
て
阿
弥
陀
仏
の
兆
載
永
劫
の
修
行
を
聴
衆
に
示
し
て
い
る
。

或
時
成
二

肉
山
一

、
被
三

食
二

噉
衆
生
一

、
或
時
成
二

大
魚
一

、
与
二

身
分
衆
生
一

、

菩
薩
慈
悲
以
レ

之
可
レ

知
云
々
。
衆
生
貪
欲
以
レ

之
可
レ

知
云
々
。
飲
血
噉
肉
之

衆
生
無
レ

情
、
破
二

菩
薩
利
生
之
膚
一

、
求
食
着
味
之
凡
夫
、
無
レ

憚
、
食
二

薩

埵
慈
悲
之
肉
一

。
如
レ

是
非
二

一
劫
二
劫
一

、
兆
載
永
劫
之
間
、
流
二

四
大
海
水

之
血
一

、
竭
二

千
須
弥
山
之
肉
一

。
難
レ

捨
能
捨
難
レ

忍
能
忍
、
満
二

檀
度
一

、
満
二

足
尸
羅
波
羅
密
一

云
々
。
忍
辱
精
進
禅
定
智
恵
六
度
円
満
、
万
行
具
足
云
四々
三

阿
弥
陀
仏
は
「
万
行
具
足
」
の
功
徳
を
修
め
る
た
め
に
、
あ
る
時
は
「
肉
山
」
と

な
り
自
ら
を
衆
生
に
食
べ
さ
せ
、
ま
た
あ
る
時
は
「
大
魚
」
と
な
り
衆
生
に
そ
の

身
を
分
け
与
え
た
と
さ
れ
る
。
こ
こ
で
法
然
が
認
識
し
た
の
は
、
法
蔵
菩
薩
の
慈

悲
の
深
さ
で
あ
り
、
自
己
を
含
む
衆
生
の
煩
悩
の
浅
ま
し
さ
で
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
苦
行
の
末
に
阿
弥
陀
仏
が
成
仏
し
た
と
法
然
が
認

識
し
た
な
ら
ば
、「
名
号
者
是
万
徳
之
所
レ

帰
也
四
四

」
と
い
う
念
仏
の
最
勝
性
は
、

森
が
言
う
よ
う
な
、
単
な
る
利
益
功
徳
の
広
狭
に
止
ら
ず
、
弥
陀
の
慈
悲
の
究
極

的
な
発
露
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
慈
悲
性
に
お
い
て
決
定
的
に
異
な
る
弥
陀
と
凡
夫

は
、
決
し
て
交
わ
る
こ
と
の
な
い
隔
絶
し
た
存
在
と
し
て
法
然
に
認
識
さ
れ
て
い

た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
こ
と
を
示
す
の
が
次
の
史
料
で
あ
る
。

む
か
し
阿
弥
陀
仏
、
二
百
一
十
億
の
諸
仏
の
浄
土
の
、
荘
厳
宝
楽
等
の
誓
願

利
益
に
い
た
る
ま
で
、
世
自
在
王
仏
の
御
ま
へ
に
し
て
こ
れ
を
見
給
ふ
に
、

わ
れ
ら
ご
と
き
の
妄
想
顛
倒
の
凡
夫
の
む
ま
る
べ
き
事
の
な
き
也
。
さ
れ
ば

一
三
〇



善
導
和
尚
釈
し
て
い
は
く
、
一
切
仏
土
皆
厳
浄
、
凡
夫
乱
相
恐
難
レ

生
と
い

へ
り
。
こ
の
文
の
心
は
、
一
切
の
仏
土
は
た
え
な
れ
ど
も
、
乱
想
の
凡
夫
は

む
ま
る
ゝ
事
な
し
と
釈
し
給
ふ
也
。
お
の
〳
〵
の
御
身
を
は
か
ら
ひ
て
御
ら

ん
ず
べ
き
な
り
。
そ
の
ゆ
へ
は
、
口
に
は
経
を
よ
み
、
身
に
は
仏
を
礼
拝
す

れ
ど
も
、心
に
は
思
は
じ
事
の
み
お
も
は
れ
て
、一
時
も
と
ゞ
ま
る
事
な
し
。

し
か
れ
ば
わ
れ
ら
が
身
を
も
て
、
い
か
で
か
生
死
を
は
な
る
べ
き
。
か
ゝ
り

け
る
時
に
曠
劫
よ
り
こ
の
か
た
三
途
八
難
を
す
み
か
と
し
て
、
烔
燃
猛
火
に

身
を
こ
が
し
て
い
づ
る
期
な
か
り
け
る
也
。
か
な
し
き
か
な
や
、
善
心
は
と

し
〴
〵
に
し
た
が
ひ
て
う
す
く
な
り
、
悪
心
は
日
々
に
し
た
が
い
て
い
よ

〳
〵
ま
さ
る
四
五

弥
陀
が
二
百
一
十
億
の
浄
土
を
概
観
し
た
時
、
乱
想
の
凡
夫
が
往
生
す
る
浄
土
は

皆
無
で
あ
り
、
そ
の
理
由
は
凡
夫
が
煩
悩
の
た
め
に
心
身
常
に
散
乱
し
、
真
実
心

に
お
い
て
往
生
行
に
励
む
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
の
た
め

善
導
は
「
乱
想
の
凡
夫
」
が
浄
土
に
往
生
す
る
こ
と
は
な
い
と
し
て
い
る
。
さ
ら

に
法
然
は
、
そ
の
よ
う
な
凡
夫
の
心
に
お
い
て
、
時
代
を
降
る
に
つ
れ
て「
善
心
」

が
薄
れ
、「
悪
心
」
ば
か
り
が
増
大
す
る
と
い
う
認
識
を
示
し
て
い
る
。

周
知
の
通
り
、
法
然
は
末
法
に
引
き
つ
け
て
、「
世
す
で
に
末
法
に
な
り
、
人

み
な
悪
人
な
り
四
六

」
と
、
現
下
の
一
切
衆
生
を
「
悪
人
」
と
規
定
し
て
い
る
。
そ

の
根
源
に
乱
想
の
凡
夫
の
自
覚
が
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
法
然
に

お
い
て
、
世
が
末
法
で
あ
り
、
機
が
下
劣
に
成
り
果
て
た
現
下
に
お
い
て
、
往
生

の
望
み
は
い
か
な
る
行
に
お
い
て
も
達
成
さ
れ
な
い
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い

た
こ
と
が
伺
え
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
状
況
下
に
お
い
て
初
め
て
、
弥
陀
の

本
願
行
で
あ
る
「
称
名
念
仏
」
の
意
義
が
認
識
さ
れ
て
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。「
観
無
量
寿
経
釈
」
で
、「
念
仏
是
既
二
百
一
十
億
中
所
二

選
取
一

妙
行
也
、
諸

行
是
既
二
百
一
十
億
中
所
二

選
捨
一

麁
行
也
、
故
云
二

全
非
比
校
一

也
四
七

」
と
示
さ
れ

る
よ
う
に
、
念
仏
と
諸
行
の
隔
絶
は
、
弥
陀
の
選
択
に
よ
る
と
さ
れ
る
。
そ
し
て

そ
の
弥
陀
の
選
択
の
結
果
で
あ
る
念
仏
を
、
釈
尊
と
諸
仏
も
「
選
択
」
し
た
と
す

る
の
が
法
然
の
念
仏
観
で
あ
る
四
八

。
弥
陀
・
釈
迦
・
諸
仏
に
よ
る
念
仏
の
選
択

は
、
す
で
に
東
大
寺
講
説
に
お
い
て
も
示
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
そ
の
論
理
は
、
法

然
一
人
に
限
ら
ず
、
現
下
の
一
切
衆
生
を
本
願
行
で
あ
る
称
名
念
仏
に
引
き
入
れ

る
の
に
充
分
な
筋
道
を
提
供
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

四
最
後
に
、
法
然
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
た
専
修
念
仏
の
社
会
的
・
歴
史
的
意
義
を

確
認
す
る
こ
と
と
す
る
。
そ
れ
を
論
じ
る
に
先
立
っ
て
、
法
然
に
お
け
る「
慈
悲
」

の
概
念
に
つ
い
て
一
瞥
し
て
お
く
。
な
ぜ
な
ら
、
僧
侶
の
対
社
会
的
実
践
に
お
い

て
、
そ
の
慈
悲
観
が
、
実
践
の
質
を
規
定
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
注
目
さ
れ

る
の
が
、法
然
の
思
想
構
造
に
お
い
て
、衆
生
の
側
の
慈
悲
を
積
極
的
に
説
か
ず
、

専
ら
仏
の
慈
悲
が
強
調
さ
れ
る
点
を
指
摘
し
た
末
木
文
美
士
四
九

の
論
考
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
法
然
に
お
け
る
慈
悲
は
、
弥
陀
・
釈
迦
・
諸
仏
に
よ
る
念
仏
の
選
択

の
動
機
と
し
て
語
ら
れ
、
法
然
を
含
め
衆
生
の
側
に
お
い
て
慈
悲
が
語
ら
れ
る
の

は
、
極
め
て
限
定
的
で
あ
る
と
末
木
は
述
べ
る
。

で
は
、
こ
の
こ
と
は
法
然
の
仏
道
の
モ
チ
ー
フ
の
上
に
、
ま
っ
た
く
慈
悲
行
が

位
置
し
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
答
え
は
否
で
あ
る
。
法
然

は
菩
薩
行
の
実
践
に
つ
い
て
、「
菩
薩
の
行
に
を
ゐ
て
は
三
聚
十
重
の
戒
発
得
し

一
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か
た
く
、
四
弘
六
度
の
願
行
成
就
し
か
た
し
。
さ
れ
は
身
子
は
六
十
劫
ま
て
修
行

し
て
、
乞
眼
の
悪
縁
に
あ
ひ
て
、
た
ち
ま
ち
に
菩
薩
の
広
大
の
心
を
ひ
る
か
へ
し

き
。
い
は
ん
や
末
法
の
こ
の
こ
ろ
を
や
。
下
根
の
わ
れ
ら
を
や
五
〇

」
と
い
う
悲
嘆

を
も
ら
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
同
時
に
、
法
然
の
仏
道
の
モ
チ
ー
フ
が
菩
薩
行
の

実
践
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
法
然
は
、
凡
夫
の
此
岸
に
お
け
る

菩
薩
行
の
実
践
を
一
旦
放
棄
し
、
モ
チ
ー
フ
の
完
全
を
期
す
た
め
に
浄
土
へ
の
往

生
を
願
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
例
証
と
し
て
、『
三
部
経
大
意
』
を
挙
げ
る

こ
と
が
で
き
る
。

浄
土
宗
ノ
心
ハ
浄
土
ニ
生
レ
ム
ト
願
ル
ヲ
菩
提
心
ト
云
エ
リ
。
念
仏
ハ
是
大

乗
行
也
、
無
上
功
徳
也
。
然
ハ
上
品
ノ
往
生
手
ヲ
ヒ
ク
ヘ
カ
ラ
ス
。（
中
略
）

上
品
ヲ
欣
フ
事
、
ワ
カ
身
ノ
為
ニ
ア
ラ
ス
、
彼
ノ
国
ニ
生
レ
ヲ
ハ
リ
テ
、
カ

ヘ
リ
テ
疾
ク
衆
生
ヲ
化
セ
ム
カ
為
也
。
是
仏
ノ
御
心
ニ
カ
ナ
ハ
サ
ラ
ム
ヤ
五
一

こ
こ
で
法
然
は
、
浄
土
宗
の
菩
提
心
が
浄
土
願
生
の
心
で
あ
る
こ
と
を
示
し
、
往

生
を
願
う
の
は
「
わ
が
身
」
の
た
め
で
は
な
く
、
浄
土
往
生
し
た
後
に
悟
り
を
開

き
、
衆
生
を
教
化
す
る
た
め
だ
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
法
然
に
お
け
る
利
他
へ
の

志
向
性
は
、
そ
れ
が
阿
弥
陀
仏
の
本
願
に
叶
う
と
い
う
こ
と
を
も
っ
て
担
保
さ
れ

て
い
た
。

さ
ら
に
法
然
は
、
そ
の
よ
う
な
浄
土
宗
の
菩
提
心
を
起
こ
す
こ
と
を
、
自
ら
の

門
弟
た
ち
に
も
要
請
し
て
い
る
。

カ
カ
ル
不
信
ノ
衆
生
ノ
タ
メ
ニ
、
慈
悲
ヲ
オ
コ
シ
テ
、
利
益
セ
ム
ト
オ
モ
フ

ニ
ツ
ケ
テ
モ
、
ト
ク
極
楽
ヘ
マ
イ
リ
テ
、
サ
ト
リ
ヒ
ラ
キ
テ
、
生
死
ニ
カ
ヘ

リ
テ
、
誹
謗
不
信
ノ
モ
ノ
ヲ
モ
ワ
タ
シ
テ
、
一
切
衆
生
ア
マ
ネ
ク
利
益
セ
ム

ト
オ
モ
フ
ヘ
キ
事
ニ
テ
候
也
五
二

こ
こ
で
も
法
然
は
、「
不
信
の
衆
生
」
を
利
益
す
る
た
め
に
は
ま
ず
浄
土
に
往
生

し
て
悟
り
を
開
き
、
そ
の
後
穢
土
に
還
り
、
一
切
衆
生
を
利
益
す
る
よ
う
に
考
え

る
べ
き
こ
と
を
説
示
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
史
料
か
ら
、
法
然
に
お
け
る
浄
土
往

生
と
は
、
常
に
そ
の
利
他
的
精
神
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ

る
。
ま
た
こ
の
説
示
が
、
消
息
に
も
現
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
法
然
に
お
い
て
、

こ
の
課
題
意
識
は
浄
土
宗
に
入
り
往
生
を
願
う
す
べ
て
の
行
者
に
期
待
さ
れ
た
こ

と
で
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
法
然
が
し
き
り
に
宗
義
格
別
を
訴
え
た
意
義
が

改
め
て
想
起
さ
せ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

余
宗
ノ
人
、
浄
土
宗
ニ
ソ
ノ
コ
コ
ロ
サ
シ
ア
ラ
ム
モ
ノ
ハ
、
カ
ナ
ラ
ス
本
宗

ノ
意
ヲ
棄
ヘ
キ
也
。
ソ
ノ
ユ
ヘ
ハ
、
聖
道
浄
土
ノ
宗
義
各
別
ナ
ル
ユ
ヘ
也
ト

ノ
タ
マ
ヘ
リ
五
三

問
、
八
宗
九
宗
ノ
ホ
カ
ニ
、
浄
土
宗
ノ
名
ヲ
タ
ツ
ル
コ
ト
ハ
、
自
由
ニ
マ
カ

セ
テ
タ
ツ
ル
コ
ト
、
余
宗
ノ
人
ノ
申
候
オ
ハ
、
イ
カ
カ
申
候
ヘ
キ
。

答
、
宗
ノ
名
ヲ
タ
ツ
ル
コ
ト
ハ
仏
説
ニ
ハ
ア
ラ
ス
、
ミ
ツ
カ
ラ
コ
コ
ロ
サ
ス

ト
コ
ロ
ノ
経
教
ニ
ツ
キ
テ
、
存
シ
タ
ル
義
ヲ
学
シ
キ
ワ
メ
テ
、
宗
義
ヲ
判
ス

ル
事
也
五
四

と
い
う
よ
う
に
、
法
然
が
「
浄
土
宗
ニ
ソ
ノ
コ
コ
ロ
サ
シ
ア
ラ
ム
モ
ノ
ハ
」
必
ず

宗
義
を
改
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
の
は
、
浄
土
を
願
う
こ
と
が
、
一
切
衆

生
の
利
益
を
願
う
か
ら
で
あ
り
、
浄
土
宗
名
を
立
て
る
の
は
、「
仏
説
」
に
依
る

の
で
は
な
く
、「
ミ
ツ
カ
ラ
コ
コ
ロ
サ
ス
ト
コ
ロ
」
を
共
に
す
る
と
い
う
連
帯
を

示
す
た
め
の
、
対
社
会
的
な
要
請
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
法
然
の
専
修
念

仏
教
団
と
は
、
一
切
衆
生
を
救
い
た
い
と
い
う
志
を
持
っ
て
往
生
を
願
う
集
団
と

一
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い
う
こ
と
が
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

お
わ
り
に

以
上
の
考
察
に
よ
り
、
法
然
浄
土
教
の
眼
目
が
弥
陀
の
本
願
行
で
あ
る
称
名
念

仏
に
よ
っ
て
往
生
を
目
指
す
こ
と
に
あ
っ
た
点
を
証
明
で
き
た
と
思
う
。
法
然
が

目
指
し
た
も
の
は
、
自
己
を
含
め
た
現
下
の
凡
夫
が
確
実
に
往
生
す
る
た
め
の
方

法
と
し
て
の
称
名
念
仏
の
宣
揚
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
は
、
凡
夫
で
あ
っ
て
も
一
切

衆
生
を
救
い
た
い
と
い
う
問
題
意
識
に
裏
打
ち
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
よ
う
に
考
え

て
く
れ
ば
、
諸
行
に
よ
る
往
生
の
否
定
は
、
法
然
に
と
っ
て
は
二
次
的
な
問
題
と

な
ら
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
そ
れ
ら
の
課
題
は
、
法
然
の
門
弟
た
ち

に
よ
っ
て
引
き
継
が
れ
て
い
く
こ
と
と
な
る
が
、
法
然
浄
土
教
が
そ
れ
ぞ
れ
の
門

下
に
よ
っ
て
い
か
に
継
承
さ
れ
た
の
か
の
検
討
は
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

注一

平
雅
行
『
日
本
中
世
の
社
会
と
仏
教
』
塙
書
房
、
一
九
九
二
年
、
所
収
（
初
出
一
九

七
九
年
）。

二

同
上
、
所
収
（
初
出
一
九
八
五
年
）。

三

特
に
平
の
「
造
悪
無
碍
」
理
解
は
問
題
で
あ
る
。
平
の
「
造
悪
無
碍
」
理
解
に
対
し

て
は
、
遠
藤
美
保
子
の
適
切
な
批
判
が
あ
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。
遠
藤
美
保
子「「
悪

人
正
因
」
理
論
と
顕
密
体
制
論
へ
の
若
干
の
疑
問
―
平
雅
行
氏
の
専
修
念
仏
論
に
つ

い
て
」（『
年
報
中
世
史
研
究
』
二
三
号
、
中
世
史
研
究
会
、
一
九
九
八
年
）。

四

実
際
、
平
雅
行
が
あ
き
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
従
来
、
法
然
浄
土
教
の
思
想
的
特
徴

と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
「
専
修
」
や
「
易
行
」
と
い
っ
た
概
念
は
顕
密
仏
教
側
に

も
見
ら
れ
、
そ
の
本
来
の
字
義
は
、
差
別
的
機
根
観
を
前
提
に
、
下
劣
な
機
根
に
対

し
て
あ
て
が
っ
た
「
方
便
」
と
し
て
の
性
格
を
有
し
て
い
た
。
平
雅
行
『
日
本
中
世

の
社
会
と
仏
教
』（
前
掲
）、
特
に
註
一
論
文
の
第
四
章
「
顕
密
仏
教
と
異
端
思
想
」

を
参
照
。

五

平
雅
行
『
日
本
中
世
の
社
会
と
仏
教
』（
前
掲
）、
一
七
三
頁
。

六

末
木
文
美
士
『
鎌
倉
仏
教
形
成
論
―
思
想
史
の
立
場
か
ら
』（
前
掲
）、
六
七
頁
。

七

安
達
俊
英「『
選
択
集
』に
お
け
る
諸
行
往
生
的
表
現
の
理
解
」（
前
掲
）、
一
二
五
頁
。

八

安
達
俊
英
「
法
然
浄
土
教
に
お
け
る
諸
行
往
生
の
可
否
―
『
選
択
集
』
第
二
章
・
第

十
二
章
を
中
心
に
―
」（
前
掲
）、
三
四
頁
。

九

善
裕
昭
「
選
択
本
願
念
仏
集
」（
前
掲
）、
一
五
三
頁
。

一
〇

松
本
史
朗
「
選
択
本
願
念
仏
説
と
悪
人
正
因
説
」（
前
掲
）。

一
一

松
本
史
朗
「
選
択
本
願
念
仏
説
と
悪
人
正
因
説
」（
前
掲
）、
一
九
頁
。

一
二

森
新
之
介
「
法
然
房
源
空
の
二
門
判
と
二
行
判
―
そ
の
能
否
と
難
易
、
勝
劣
に
つ
い

て
―
」（
前
掲
）、
六
九
五
頁
。

一
三

森
新
之
介
「
法
然
房
源
空
の
二
門
判
と
二
行
判
―
そ
の
能
否
と
難
易
、
勝
劣
に
つ
い

て
―
」（
前
掲
）、
六
九
九
頁
。

一
四

本
庄
良
文
「『
選
択
集
』
第
四
・
第
十
二
章
に
お
け
る
「
廃
立
」
の
語
義
」（
前
掲
）、

一
四
四
頁
。

一
五

善
裕
昭
「
選
択
本
願
念
仏
集
」（
前
掲
）、
一
五
二
〜
一
五
三
頁
。

一
六

安
達
俊
英
「『
選
択
集
』
に
お
け
る
諸
行
往
生
的
表
現
の
理
解
」（
前
掲
）、
一
二
四

頁
。

一
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一
七

『
選
択
本
願
念
仏
集
』（
石
井
教
道
編
『
昭
和
新
修
法
然
上
人
全
集
』
平
楽
寺
書
店
、

一
九
五
五
年
、
三
四
七
頁
、
以
下
『
昭
法
全
』
と
略
称
）。

一
八

『
選
択
本
願
念
仏
集
』（『
昭
法
全
』、
三
一
四
頁
）。

一
九

佐
藤
弘
夫
『
日
本
中
世
の
国
家
と
仏
教
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
七
年
、
七
〜
一
九

頁
参
照
。

二
〇

平
雅
行
『
鎌
倉
仏
教
と
専
修
念
仏
』
法
蔵
館
、
二
〇
一
七
年
、
四
四
九
〜
四
五
二
頁

参
照
。

二
一

鎌
田
茂
雄
・
田
中
久
夫
校
注
『
鎌
倉
旧
仏
教
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
一
年
、
三
一
五

頁
。

二
二

『
玉
葉
』
治
承
四
年
十
二
月
二
九
日
条
（
国
書
刊
行
会
編
『
玉
葉
』
第
二
巻
、
国
書

刊
行
会
、
一
九
〇
七
年
、
四
五
五
〜
四
五
六
頁
）。

二
三

『
鎌
倉
旧
仏
教
』（
前
掲
）、
三
〇
四
頁
。
原
文
で
は
「
設
雖
二

清
浄
比
丘
一

、
…
…
」

と
な
っ
て
い
る
が
、
鎌
田
茂
雄
の
校
注
に
従
い
「
不
」
の
字
を
補
っ
た
。
十
一
頁
の

頭
注
参
照
。

二
四

『
選
択
本
願
念
仏
集
』（『
昭
法
全
』
三
四
三
頁
）。

二
五

北
条
政
子
ら
に
宛
て
た
次
の
消
息
か
ら
も
そ
の
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

マ
ツ
念
仏
ヲ
信
セ
サ
ル
人
人
ノ
申
候
ナ
ル
事
、
ク
マ
カ
ヘ
ノ
入
道
ツ
ノ
ト
ノ
三

郎
ハ
無
智
ノ
モ
ノ
ナ
レ
ハ
コ
ソ
、
余
行
ヲ
セ
サ
セ
ス
、
念
仏
ハ
カ
リ
オ
ハ
、
法

然
房
ハ
ス
ス
メ
タ
レ
ト
申
候
ナ
ル
事
、
キ
ワ
メ
タ
ル
ヒ
カ
コ
ト
ニ
テ
候
也
。
ソ

ノ
ユ
ヘ
ハ
、
念
仏
ノ
行
ハ
モ
ト
ヨ
リ
有
智
無
智
ヲ
エ
ラ
ハ
ス
、
弥
陀
ノ
ム
カ
シ

ノ
チ
カ
ヒ
タ
マ
ヒ
シ
大
願
ハ
、
ア
マ
ネ
ク
一
切
衆
生
ノ
タ
メ
也
。
無
智
ノ
タ
メ

ニ
ハ
念
仏
ヲ
願
ト
シ
、
有
智
ノ
タ
メ
ニ
ハ
余
行
ヲ
願
ト
シ
タ
マ
フ
事
ナ
シ
。
十

方
世
界
ノ
衆
生
ノ
タ
メ
ナ
リ
。
有
智
無
智
善
人
悪
人
持
戒
破
戒
貴
賤
男
女
モ
ヘ

タ
テ
ス
、
モ
シ
ハ
仏
ノ
在
世
ノ
衆
生
、
モ
シ
ハ
仏
ノ
滅
後
ノ
衆
生
、
モ
シ
ハ
釈

迦
末
法
万
年
ノ
ノ
チ
ニ
、
三
宝
ミ
ナ
ウ
セ
テ
ノ
後
ノ
衆
生
マ
テ
、
タ
タ
念
仏
ハ

カ
リ
コ
ソ
、
現
当
ノ
祈
祷
ト
ハ
ナ
リ
候
ヘ
。
善
導
和
尚
ハ
弥
陀
ノ
化
身
ニ
テ
、

コ
ト
ニ
一
切
ノ
聖
教
ヲ
カ
カ
ミ
テ
、
専
修
ノ
念
仏
ヲ
ス
ス
メ
タ
マ
ヘ
ル
モ
、
ヒ

ロ
ク
一
切
衆
生
ノ
タ
メ
也
（「
鎌
倉
の
二
位
の
禅
尼
へ
進
ず
る
御
返
事
」、『
昭

法
全
』、
五
二
七
〜
八
頁
）。

シ
カ
ル
ニ
往
生
ノ
ミ
チ
ニ
ウ
ト
キ
人
ノ
申
ヤ
ウ
ハ
、
余
ノ
真
言
止
觀
ノ
行
ニ
タ

エ
サ
ル
人
ノ
、
ヤ
ス
キ
マ
マ
ノ
ツ
ト
メ
ニ
テ
コ
ソ
念
仏
ハ
ア
レ
ト
申
ハ
、
キ
ワ

メ
タ
ル
ヒ
カ
コ
ト
ニ
候
。
ソ
ノ
ユ
ヘ
ハ
、
弥
陀
ノ
本
願
ニ
ア
ラ
サ
ル
余
行
ヲ
キ

ラ
ヒ
ス
テ
テ
、
マ
タ
釈
尊
ノ
付
属
ニ
ア
ラ
サ
ル
行
オ
ハ
エ
ラ
ヒ
ト
ト
メ
、
マ
タ

諸
仏
ノ
証
誠
ニ
ア
ラ
サ
ル
行
オ
ハ
ヤ
メ
オ
サ
メ
テ
、
イ
マ
ハ
タ
タ
弥
陀
ノ
本
願

ニ
マ
カ
セ
、
釈
尊
ノ
付
属
ニ
ヨ
リ
、
諸
仏
ノ
証
誠
ニ
シ
タ
カ
ヒ
テ
、
オ
ロ
カ
ナ

ル
ワ
タ
ク
シ
ノ
ハ
カ
ラ
ヒ
ヲ
ヤ
メ
テ
、
コ
レ
ラ
ノ
ユ
ヘ
、
ツ
ヨ
キ
念
仏
ノ
行
ヲ

ツ
ト
メ
テ
、
往
生
オ
ハ
イ
ノ
ル
ヘ
シ
ト
申
ニ
テ
候
也
（「
九
条
殿
下
の
北
政
所

へ
進
ず
る
御
返
事
」、『
昭
法
全
』、
五
三
三
〜
五
三
四
頁
）。

二
六

平
雅
行
『
日
本
中
世
の
社
会
と
仏
教
』（
前
掲
）、
一
七
一
頁
。

二
七

田
村
円
澄
『
新
訂
版
法
然
上
人
伝
の
研
究
』
法
蔵
館
、
一
九
七
二
年
、
十
一
頁
。

二
八

石
井
教
道
編
『
昭
和
新
修
法
然
上
人
全
集
』（
前
掲
）。

二
九

大
橋
俊
雄
「
法
然
に
お
け
る
専
修
念
仏
の
形
成
」（
同
校
注
『
法
然
一
遍
』
岩
波
書

店
、
一
九
七
一
年
）。

三
〇

「
一
期
物
語
」（『
昭
法
全
』
四
三
六
〜
四
三
七
頁
）。

三
一

『
法
然
上
人
行
状
絵
図
』
第
六
段
（
井
川
定
慶
編
『
増
補
再
版
法
然
上
人
伝
全
集
』

法
然
上
人
伝
全
集
刊
行
会
、
一
九
六
七
年
、
二
三
〜
二
四
頁
）。

一
三
四



三
二

『
往
生
要
集
』（
前
掲
）、
三
七
三
頁
。

三
三

『
往
生
要
集
』（
前
掲
）、
三
六
九
頁
。

三
四

浅
田
正
博
「〈
口
頭
発
表
〉
日
本
天
台
に
お
け
る
一
乗
思
想
の
系
譜
―
最
澄
か
ら
源

信
へ
―
」（『
龍
谷
大
学
ア
ジ
ア
仏
教
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー

二
〇
一
三
年
度
研
究
報

告
書
』、
二
〇
一
四
年
、
一
三
〇
頁
）。

三
五

『
往
生
要
集
』（
前
掲
）
三
七
三
頁
。

三
六

凡
夫
の
心
は
、
物
に
し
た
が
ひ
て
う
つ
り
や
す
し
、
た
と
へ
ば
猿
猴
の
枝
に
つ

た
ふ
が
ご
と
し
、
ま
こ
と
に
散
乱
し
て
、
動
じ
や
す
く
、
一
心
し
づ
ま
り
が
た

し
。
無
漏
の
正
智
、
な
に
ゝ
よ
り
て
か
お
こ
ら
ん
や
。
若
無
漏
の
智
剣
な
く
ば

い
か
で
か
、
悪
業
煩
脳
の
き
づ
な
を
た
た
ん
や
。
悪
業
煩
悩
の
き
づ
な
を
た
た

ず
ば
、
な
ん
ぞ
生
死
繋
縛
の
身
を
、
解
脱
す
る
こ
と
を
え
ん
や
。
か
な
し
き
か

な
、
か
な
し
き
か
な
、
い
か
が
せ
ん
、
い
か
が
せ
む
。
こ
こ
に
我
等
ご
と
き
は

す
で
に
戒
定
恵
の
三
学
の
器
に
あ
ら
ず
（『
法
然
上
人
行
状
絵
図
』（
前
掲
）、

二
五
〜
二
六
頁
）。

三
七

『
選
択
本
願
念
仏
集
』（『
昭
法
全
』、
三
一
六
頁
）。

三
八

「
一
期
物
語
」（『
昭
法
全
』、
四
四
〇
頁
）。
た
だ
し
「
無
量
寿
経
釈
」
に
は
、「
然
念

仏
往
生
願
真
言
止
観
行
人
同
修
レ

之
華
厳
、
達
磨
人
又
以
修
レ

之
無
レ

妨
。
無
相
有
相
之

行
人
、
四
分
五
分
之
律
師
、
念
仏
無
レ

妨
、
往
生
有
レ

憑
。（
中
略
）
然
則
真
言
等
八
宗

共
不
レ

漏
二

往
生
慈
悲
願
網
一

也
」（『
昭
法
全
』
七
二
頁
）
と
い
う
記
述
が
あ
り
、
建
久

元
（
一
一
九
〇
）
年
頃
の
法
然
は
、
い
ま
だ
諸
行
併
修
を
容
認
し
て
い
た
可
能
性
が

考
え
ら
れ
る
。

三
九

「
阿
弥
陀
経
釈
」
に
は
、「
本
云
。
文
治
六
年
二
月
一
日
、
於
東
大
寺
講
之
畢
。
所
請

源
空
上
人
。
能
請
重
源
上
人
」（『
昭
法
全
』、
一
四
七
頁
）
と
い
う
記
述
が
見
え
る
。

四
〇

『
法
然
上
人
伝
絵
詞
』（
井
川
定
慶
編
『
増
補
再
版
法
然
上
人
伝
全
集
』
法
然
上
人
伝

全
集
刊
行
会
、
一
九
六
七
年
、
五
五
八
頁
）。

四
一

「
無
量
寿
経
釈
」（『
昭
法
全
』、
七
一
頁
）。

四
二

「
往
生
要
集
詮
要
」（『
昭
法
全
』、
七
頁
）。

四
三

「
無
量
寿
経
釈
」（『
昭
法
全
』、
七
八
頁
）。

四
四

『
選
択
本
願
念
仏
集
』（『
昭
法
全
』、
三
一
九
頁
）。

四
五

「
念
仏
往
生
要
義
抄
」（『
昭
法
全
』、
六
八
四
頁
）。

四
六

「
念
仏
往
生
要
義
抄
」（『
昭
法
全
』、
六
八
一
頁
）。

四
七

「
観
無
量
寿
経
釈
」（『
昭
法
全
』、
一
二
一
頁
）。

四
八

マ
コ
ト
ニ
往
生
ノ
行
ハ
、
念
仏
カ
メ
テ
タ
キ
コ
ト
ニ
テ
候
也
。
ソ
ノ
ユ
ヘ
ハ
、

念
仏
ハ
弥
陀
ノ
本
願
ノ
行
ナ
レ
ハ
ナ
リ
。
余
ノ
行
ハ
、
ソ
レ
真
言
止
観
ノ
タ
カ

キ
行
法
ナ
リ
ト
イ
エ
ト
モ
、
弥
陀
ノ
本
願
ニ
ア
ラ
ス
。
マ
タ
念
仏
ハ
釈
迦
ノ
付

属
ノ
行
ナ
リ
、
余
行
ハ
マ
コ
ト
ニ
定
散
両
門
ノ
メ
テ
タ
キ
行
ナ
リ
ト
イ
エ
ト

モ
、
釈
尊
コ
レ
ヲ
付
嘱
シ
タ
マ
ハ
ス
。
マ
タ
念
仏
ハ
六
方
ノ
諸
仏
ノ
証
誠
ノ
行

也
、
余
ノ
行
ハ
、
タ
ト
ヒ
顕
密
事
理
ノ
ヤ
ム
コ
ト
ナ
キ
行
也
申
セ
ト
モ
、
諸
仏

コ
レ
ヲ
証
誠
シ
タ
マ
ハ
ス
。
コ
ノ
ユ
ヘ
ニ
ヤ
ウ
ヤ
ウ
ノ
行
オ
ホ
ク
候
ヘ
ト
モ
、

往
生
ノ
ミ
チ
ニ
ハ
、
ヒ
ト
エ
ニ
念
仏
ス
ク
レ
タ
ル
コ
ト
ニ
テ
候
也
（「
九
条
殿

下
の
北
政
所
へ
進
ず
る
御
返
事
」、『
昭
法
全
』、
五
三
三
頁
）。

四
九

末
木
文
美
士
「
慈
悲
と
選
択
―
源
空
の
場
合
」（
同
『
日
本
仏
教
思
想
史
論
考
』
大

蔵
出
版
、
一
九
九
三
年
）
参
照
。

五
〇

「
往
生
大
要
鈔
」（『
昭
法
全
』、
四
八
〜
四
九
頁
）。

五
一

「
三
部
経
大
意
」（『
昭
法
全
』、
四
五
頁
）。

五
二

「
津
戸
の
三
郎
へ
つ
か
は
す
御
返
事（
九
月
十
八
日
付
）」（『
昭
法
全
』、五
〇
三
頁
）。

一
三
五



五
三

「
要
義
問
答
」（『
昭
法
全
』、
四
七
二
頁
）。

五
四

「
十
二
問
答
」（『
昭
法
全
』、
六
三
二
〜
六
三
三
頁
）。

（
も
り

ち
し
ょ
う
：
人
間
文
化
研
究
所

客
員
研
究
員
）

一
三
六



盛

智

照

法
然
に
お
け
る
「
本
願
行
」
と
し
て
の
称
名
念
仏
の
意
義

第
二
十
九
号

二
〇
一
八
年

人
間
文
化
研
究
所
年
報

筑
紫
女
学
園
大
学


